
流山市上下水道局建設工事総合評価一般競争入札（特別簡易型）約款 

 

制  定 平成２２年６月１日 

施  行 平成２２年６月１日 

一部改正 平成２７年４月１日 

一部改正 平成２７年１２月１０日 

一部改正 令和４年９月１日 

（趣旨） 

第１条 この約款は、流山市上下水道局が執行する建設工事のうち、総合評価方式

（特別簡易型）（以下「総合評価方式」という。）により落札者を決定する一般

競争入札及び契約の締結について、必要な事項を定めるものとする。 

２ 本約款に定めのない事項については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

その他の法令に定めるとおりとする。 

（流山市上下水道局建設工事総合評価一般競争入札（特別簡易型）要領及び設計

図書等の熟読及び質疑） 

第２条 入札に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）は、流山市上下

水道局建設工事総合評価一般競争入札（特別簡易型）要領（以下「要領」という。）、

設計図書及び仕様書等（以下「設計図書等」という。）を熟読し、かつ、現場の状

況を確認した上、入札に参加しなければならない。 

２ 入札参加者は、要領、設計図書等及び現場の状況に疑義が生じたときは、指定

する期限、場所、方法により質疑書を提出するものとする。 

３ 前項の質疑書に対する回答は、指定の方法により行うものとする。 

（設計図書等の縦覧等） 

第３条 総合評価方式に係る入札参加者は、縦覧に供する設計図書等を縦覧しなけ

ればならない。 

２ 総合評価方式に係る入札参加者は、当該入札の参加資格要件を満たしているこ

とを証する書類の交付を受けなければならない。 

（入札等） 

第４条 入札書は、原則として電子入札システムにより作成し、当該入札に係る公

告又は当該入札に係る通知に示した日時（以下「入札書受付締切予定日時」とい

う。）までに電子入札システムにより提出しなければならない。 

２ 入札参加者は、流山市一般（指名）競争入札参加業者資格審査を申請した代表

者又は代理人（年間委任状のある受任者とする。）とする。 

３ 入札参加者は、入札書を電子入札システムにより提出した後は、入札書の書換



え、引換え又は撤回をすることができない。 

（確約） 

第５条 前条第１項の規定により、入札書を提出した者は以下の事項を確約したも

のとみなす。 

（１）談合等による入札の公正を害するような不正行為をしていないこと 

（２）入札終了後において、談合等の疑義が生じたときは、流山市上下水道局のと

る措置に対して一切の異議を申し立てないこと 

（入札回数） 

第６条 入札の回数は、１回とする。 

（入札辞退） 

第７条 入札参加者は、入札書受付締切予定日時までは、いつでも入札を辞退する

ことができる。 

２ 入札参加者は、入札を辞退するときは、電子入札システムにより辞退届を作成

し、入札書受付締切予定日時までに電子入札システムにより提出するものとする。 

３ 入札を辞退した者は、辞退を理由に不利益な取扱いを受けることはない。 

（入札参加者の欠格） 

第８条 入札参加者が次の各号の一に該当する場合は、入札に参加することができ

ない。 

（１）入札参加資格を取り消されたとき 

（２）入札参加資格を停止されているとき 

（３）納付すべき所定の入札保証金を納付しないとき 

（４）その他入札に参加する条件に違反しているとき 

（未入札） 

第９条 入札参加者が、入札書受付締切予定日時までに入札書又は辞退届の提出を

行わなかった場合は、未入札として取り扱うものとする。 

（入札の無効） 

第１０条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。 

（１）入札に参加する資格を有しない者がした入札 

（２）必要事項を欠く入札 

（３）明らかに連合であると認められる入札 

（４）電子認証書を不正に使用した入札 

（５）入札に際して不正を行った者がした入札 

（６）提出すべき入札金額の積算内訳書の提出のない入札 

（７）提出された内訳書の金額と入札金額が違う入札 



（８）予定価格を超えた入札 

（９）その他入札に関する条件に違反した者がした入札 

（入札の延期、取り止め等） 

第１１条 入札の執行は、都合により延期し、又は取り止めることがある。この場

合において、入札参加者は異議を申し立てることができず、損害を受けることが

あっても、その賠償を請求できないものとする。 

２ 入札参加者が連合し又は不穏な行動をなす等の疑義が生じ、入札の公正を確保

することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、

又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることができる。この場合において、

入札参加者は異議を申し立てることはできず、損害を受けることがあっても、そ

の賠償を請求できないものとする。 

３ 入札参加者がいない場合、未入札及び無効並びに欠格により有効となる入札が

ない場合は、入札を取止めるものとする。 

４ 電子入札システムの障害等により、入札の執行ができないと判明した場合は、

入札の執行の延期、又は紙入札への移行など運用の変更を行うものとする。 

５ 分離発注に係る入札で分離されたそれぞれの工事のうち主たる工事に係る入札

が不調、延期又は取り止めになったときは、主たる工事に係る入札以外の分離さ

れた工事に係る入札の執行は延期し、又は取り止めるものとする。 

（落札者の決定） 

第１２条 入札を行った者のうち、評価点の最も高い者を落札者と決定する。 

２ 評価点の最も高い者が２人以上いる場合においては、当該者の加算点に違いが

あるときにあっては当該加算点の高い者を落札者とし、当該加算点に違いがない

場合にあっては入札金額の低い価格をもって入札した者を落札者と決定する。 

３ 前項において、入札金額に違いがない場合にあっては、電子くじにより落札者

を決定するものとする。 

（入札の保留） 

第１３条 入札の結果、調査基準価格を下回る入札があったときは、落札者の決定

を保留し、入札を終了するものとする。 

２ 調査基準価格を下回る入札を行った者は、その後の事情聴取に協力しなければ

ならない。 

（入札保留による入札有効の決定） 

第１４条 前条により入札を保留したときは、調査のため、調査基準価格を下回る

入札を行った者全てから事情を聴取し、当該入札者を有効とするか否かを決定す

るものとする。 



（契約の締結） 

第１５条 契約の締結は、契約書に当事者の記名及び押印をすることにより行わな

ければならない。 

２ 前項の契約書は、契約頭書、仕様書、設計書及び質疑回答書その他発注者が特

に必要と認める書類を袋とじすることにより作成するものとする。 

３ 落札者は、落札決定の日から起算して 7 日以内に契約を締結しなければならな

い。ただし、議会の議決を要する契約及び特に発注者の承認を得た契約の場合は、

この限りでない。 

４ 議会の議決を要する契約については、仮契約書を作成しなければならない。 

５ 第３項ただし書きに規定する場合の契約締結時期及び前項の仮契約書の作成時

期については、その都度発注者が指示するところによらなければならない。 

６ 契約者が、第３項に規定する期間内又は前項の規定により指示された時期に契

約を締結しないときは、落札は、その効力を失う。 

（異議の申し出） 

第１６条 入札参加者は、入札後、この約款、設計図書等及び現場の状況について

の疑義又は不明を理由として異議を申し出ることはできない。 

（建設業退職金共済制度の履行） 

第１７条 建設工事の契約を締結しようとする落札者（以下「請負者」という。）は、

中小企業退職金共済法（昭和３４年法律第１６０号）に基づく建設業退職金共済

制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書を工事請負契約締結後原

則１か月以内、電子申請方式による場合にあっては、工事請負契約締結後原則４

０日以内（工期が１か月以内の場合は、工期の末日まで）にその旨を所定の報告

書等により発注者に提出しなければならない。 

  また、請負者は、建設業退職金共済制度について、建設キャリアアップシステ

ムの活用等により技能労働者等の就労状況を適切に把握し、これに基づく履行状

況について、工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、発注者に提出

しなければならない。 

２ 建設工事の請負者が前項の制度に基づく、共済証紙（電子申請方式による場合

にあっては、退職金ポイント）を購入しないとき、又は証紙（退職金ポイント）

購入額が購入標準額に達しないときは、その理由を前項の報告書等により同項に

規定する期間内に報告しなければならない。 

（電磁的な方法による通知等の処理） 

第１８条 本約款に規定する公告、通知、及び質疑は、電磁的な方法によることも

できるものとする。この場合にあって、契約図書として契約書に添付すべき書類



は、指定する日までに有印した書面を提出しなければならない。 

（補則） 

第１９条 本約款に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、その都度定めるもと

する。 

 

附 則 

  （施行期日） 

 この約款は平成２２年 ６月 １日から施行する。 

   附 則 

 この約款は平成２７年 ４月 １日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日）  
１ この約款は、平成２８年１月１日から施行する。  
 （適用区分）  
２ この約款による改正後の流山市上下水道局建設工事総合評価一般競争入札（特

別簡易型）約款は、平成２８年１月１日以降に公告する入札から適用し、同日前

に公告した入札については、なお従前の例による。  
附 則  

 この約款は令和４年９月１日から施行する。 


